
緑緑色TSマーク付帯保険の補償内容と支払対象
◎TSマーク付帯保険は、点検・整備を行い安全な自転車であるという証として貼付
　されたTSマークに付帯される保険です。自転車搭乗者は特定しません。

※「示談交渉サービス」とは、保険金支払いの対象となる賠償事故について、保険会社が
　TSマークが貼付された自転車に搭乗中の方などの代わりに示談交渉を行ってくれる
　サービスです。

賠償責任補償
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死亡又は
重度後遺障害

保険金額

一律 50万円
保険金額

一律 5万円

死亡又は傷害
（すべての人身事故） 入院15日以上

※示談交渉サービス付き
限度額1億円

（共　　　　　通）

（傷　害　補　償）

（賠償責任補償）

○盗んだ自転車等、正当な権利を持たない自転車に搭乗し
ている間に起きた事故

○道路以外の場所で競技、興行（練習を含む）のため自転
車に搭乗している間に起きた事故

○自転車搭乗者の故意による事故
○地震、噴火、津波による事故
○頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）又は腰痛で他覚
症状のないもの

○同居の親族・同乗者に対する賠償事故
対物損害○

傷害補償

○賠償責任の当事者は搭乗者の本人のほか、本人に代わって賠償責任を負う親権者、
　雇用主が含まれます。
○運転者が業務中に発生した賠償事故の場合、示談交渉サービスは提供されません。
　賠償責任補償の保険金は支払われます。
○搭乗中の人は、自転車の所有者である必要はありません。
○搭乗中とは、自転車から降りて、押して歩いている場合も含まれます。
○事故は、道路上で起きたものに限られません。
○重度後遺障害（傷害補償）とは、自賠法に定められている後遺障害１級～１４級の
　うち１～４級をいいます。
○暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められる場合、保険金をお支
　払できないことがあります。

ＴＳマークが貼付さ
れた自転車に搭乗中
の人が日本国内で第
三者に死亡又は身体
の傷害を負わせたこ
とにより、法律上の損
害賠償責任を負担し
た場合

ＴＳマークが貼付さ
れた自転車に搭乗中
の人（同乗者も含む）
が日本国内での事故
により、その日から
180日以内に死亡又
は重度後遺障害（1～
4級）を被った場合

左記の事故によって、
入院加療15日以上の
傷害を被った場合
※入院15日未満及び
　通院は補償の対象
　外です。

示談交渉
サービス付き

緑

人身事故すべてが対象となりました

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

夜間はライトを点灯
夜間はライトを点灯しましょう。

交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認
信号遵守と交差点での一時停止・
安全確認を行いましょう。

ヘルメットを着用
自転車の運転者は、
乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

飲酒運転は禁止
自転車でも飲酒運転は禁止です。

歩道では、すぐに停止できる速
度で、歩行者の通行を妨げる
場合は一時停止しなければな
りません。

自転車は、道路の左端に寄っ
て通行しなければなりません。

道路交通法上、自転車は軽車両と
位置付けられています。したがって、
歩道と車道の区別があるところは
車道通行が原則です。

STOP



[重要なお願い]
・110番又は交番・警察署へ事故の届け出を行ってください。
・事故受付センターにお電話の際は、はじめに「TSマークの事故の件
  です」とお伝えください。
・TSマークの「色」、「自転車安全整備士番号」、「点検基準日」を確認し、
 事故受付センターにご連絡ください。確認ができない場合は、加入確
 認ができず、事故対応ができません。

スムーズな解決のためにあなたに代わって保険会社が示
談交渉を行います。さらに、安心が広がります。ただし、自
転車の搭乗者が業務中の場合は、対象外となります（保
険金は支払われます。）。

期間

安心の示談交渉サービス

緑

緑色TSマークはすべての人身事故の相手が賠償責任補償
の対象となります。賠償責任補償の限度額は1億円。安心
が広がります！


